
次期森林づくり指針について 

１ 根拠条例 

長野県ふるさとの森林づくり条例（平成 16年長野県条例第 40号）第９条 

２ 現状と課題 

・R3年時点の民有林人工林のうち 50年生を超えるものがほぼ８割を占める。（図１）

・素材生産量は増加傾向も、R4年の目標である 80万㎥の達成は厳しい状況（図２）

・素材生産の従事者数はほぼ横ばいに対し、保育作業の従事者数が減少（図３）

・林業の労働生産性は向上しているが、さらなる生産性向上が必要（図４）
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３ 次期指針策定に向けた大きな方向性 

・「林業経営に適した森林」において、間伐から主伐・再造林へ転換し、持続的に木材

生産が可能な森林づくりを推進 

・スマート林業や高性能林業機械の導入等による林業の労働生産性の向上、造林作業

の省力化

・保育作業従事者を含む新規林業就業者の確保を促進

・建築用からチップ用まで生産された木材を幅広く利用することに加え、身の回りの

生活用品を木質製品へ転換する「ウッドチェンジ」を推進

・災害に強い森林づくり、ＣＯ２吸収・固定機能に着目した森林づくりに加え、森林セ

ラピー等の多面的利活用も推進

４ 策定スケジュール等 

R4.5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R5.1月 2月 

※ 長野県林業労働力確保促進基本計画（R5～）との整合・調和を図り策定

骨子案及び目標値案等を議論 素案作成、パブリックコメント 策定・議会報告 
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○ おおむね１００年先には、針葉樹林、広葉樹林、針葉樹と広葉樹が適度に混交した
森林（針広混交林）がバランスよく配置される中で、適地適⽊を基本とした多様な林
齢、多様な樹種からなる森林が形成されており、森林の持つ多⾯的な機能が持続的に
発揮されています。

○ 効率的な森林施業が可能な「林業経営に適した森林」では、適期に主伐が実施され、
その後の再造林や保育が適切に⾏われるなど、持続的な⽊材資源の循環利⽤や、森林
整備や⽊材利⽤による⼆酸化炭素吸収量の増加を通じ⼈々の豊かな暮らしを⽀えてい
ます。

○ また、災害の防⽌や⽔源のかん養など公益的機能が重視される森林のうち、主に針
葉樹⼈⼯林では、強度の間伐の後、地域の在来植⽣の広葉樹を誘導・育成し針広混交
林が形成されています。天然林では、必要最低限の施業が実施されるとともに、⾃然
の⼒にゆだねながら、主に広葉樹を主体とする成熟した森林として維持されています。
その結果、これらの森林は、公益的な機能を⾼度に発揮し、⼈々の暮らしを守り続け
ています。

○ さらに、⾥⼭など⼈の暮らしに⾝近な森林の多⾯的利⽤や、⼈々の⽣活の様々な場
⾯における⽊材利⽤が進むなど、みどりや⽊といった森の恵みが多くの⼈々に享受さ
れています。

現時点で想定される「めざす森林の姿」のポイント（議論の材料）

方向性の考え方
① 持続的な木材生産
が可能な森林づくり

・「林業経営に適した森林」
において主伐・再造林を集
中的に実施し、多様な林齢
の森林を配置

・⽊材⽣産に係る低コスト
化を更に進め、林業就業者
の所得を向上

・付加価値の⾼い県産材製
品を安定的に供給

② 県⺠のいのちと生
活を守る森林づくり

・極端な集中豪雨等に対応
する「災害に強い森林づく
り」を選択と集中により実
施

・森林の持つ保⽔機能の向
上により流域治⽔に貢献

・森林の持つ⼆酸化炭素吸
収機能の向上によりゼロ
カーボン達成に貢献

③ 利⽤を通じ県⺠が恩
恵を享受できる森林づくり
・地域ぐるみでの森林の管
理・利⽤など、新しい森林
管理の仕組みを拡⼤

・「森林サービス産業」な
どの森林の多⾯的利⽤の取
組を更に活発化

・⾝近な場所の県産材利⽤
や緑の活⽤を進めるなど、
森林の恩恵を最⼤化

○ 適地での主伐・再造林の集中的実施による素材生産の増や持続可能な森林づくり、そのための就業
者の確保・所得向上が重要
○ ゼロカーボン達成、林産業振興双方の視点からの木造・木質化や木製品利⽤の促進（ウッドチェン
ジ）が重要
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林業労働⼒確保促進基本計画の⽅向性
（案）

令和４年３⽉
信州の木活用課
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③新規就業者の確保

林業労働力を取り巻く現状と課題

①労働災害の発⽣率の⾼さ ②他産業に比べて所得が低位

■発⽣割合は他産業の約10倍■発⽣割合は他産業の約10倍
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ベテランの事故
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• 林業労働⼒の確保に向けた課題は「安全」と「所得」
• また、継続して新規就業者を確保していくことが必要

【県内の労働災害の推移】【県内の労働災害の推移】

■ここ数年は100⼈程度で推移■ここ数年は100⼈程度で推移■平均給与は約340万円■平均給与は約340万円
全産業 2.3
林業 25.5
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■県内の労働災害が増加■県内の労働災害が増加

林野庁ＨＰより林野庁ＨＰより

■労働⽣産性は着実に向上■労働⽣産性は着実に向上
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新規就業者の確保

林業労働力確保促進基本計画の方向性

労働災害の発⽣率の⾼さ

他産業に比べて所得が低位

課題課題

○ 全ての職責を対象にした講習会を実施
○ 訓練機器やＶＲを活用した新たな研修体制を

構築
○ 指導者として⺠間の技術⼒を活用

林
業
就
業
者
の
確
保

【
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口
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少
時
代
に
見
合
っ
た
目
標
の
設
定
】

• 他産業に比べて発生割合は約10倍
• ベテランや働き盛りでも多くの災害が発生
• 指導⼈材の不⾜

• 他産業に比べて発生割合は約10倍
• ベテランや働き盛りでも多くの災害が発生
• 指導⼈材の不⾜

• 他産業に比べ約90万円低い年間所得
• 通年で事業量が安定しない
• 全国と比較して低位に留まっている林業活動

• 他産業に比べ約90万円低い年間所得
• 通年で事業量が安定しない
• 全国と比較して低位に留まっている林業活動

• 不安定な就業形態
• 林業への関⼼の低さ
• 多様な働き方や地方回帰の進展

• 不安定な就業形態
• 林業への関⼼の低さ
• 多様な働き方や地方回帰の進展

○ 意欲と能⼒のある林業経営者を中⼼に、機械

た研鑽の機会を設定

○ 意欲と能⼒のある林業経営者を中⼼に、機械
化やスマート林業の導⼊等で⽣産性をより向
上

○ 安定的な事業量の確保のため、集約化や労働
⼒の流動化を推進

○ 林業関係者の経営⼒や技術⼒の向上等に向け
た研鑽の機会を設定

○ 労働安全、所得の向上といった就業環境の改
善により魅⼒ある林業への取組を強化

○ より多くの機会を捉えて、林業の魅⼒の周知
や就職説明会を実施

○ 一時的な就業など多様な働き⽅を受け⼊れる
仕組みを検討

○ これからの林業界に求められる⼈材を林業⼤
学校で育成

対応⽅向（計画の柱）対応⽅向（計画の柱）

■ ゼロカーボン・循環型社会に貢献する⻑野県林業を⽀える⼈材の育成
■ 林業就業者が⽣きがいをもって働ける魅⼒ある職場づくり

【⽅針】【⽅針】

【①】【①】

【②】【②】

【③】【③】
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現行の長野県森林づくり指針の概要

◆ 森林づくり指針は、長野県ふるさとの森林づくり条例第９条の規定により、県の森林づくりに関する
基本的な展開方向を定めるものです。

◆ 国の「森林・林業再生プラン」の策定(H21.12月)や野生鳥獣被害の深刻化等、森林・林業を取り巻く
昨今の情勢変化に的確に対応するため、平成22年11月に改定しました。

◆ 特に、これまで育ててきた多くの森林が木材として使える時代を迎えることから、木材利用と関連産業
の強化が、指針の大きな特徴です。

◆ 概ね100年先の本県の森林のあるべき姿と、それを実現するための方向性を示しており、それらを見据
えて今後10年間に行う県の施策の基本的な展開方向を定めています。

森林づくり指針

計画期間：平成23年度～平成32年度 （10年間）

指針の基本的な考え方 ～基本目標と基本方針～

基本目標： 森林を活かし 森林に生かされる 私たちの豊かな暮らし

基本方針： みんなで支える ふるさとの森林づくり
①みんなの暮らしを守る森林づくり
②木を活かした力強い産業づくり
③森林を支える豊かな地域づくり

基本目標を実現するため、基本方針に沿って「森林」、「林業・木材産業」及び森林を支える「地域」、
それぞれ３つの将来の姿を示します。

指針のめざす姿

森林の資源を持続的に、また、効率
的かつ安定的に利用していく体制が
整っています。

林業や木材産業は、その生産活動
により、健全な森林づくりに貢献しつ
つ循環型資源である木材を多くの人
に提供するとともに、山村地域を支え
る産業として発展しています。

地域の人をはじめとする多くの
人々が様々な形で森林に関わり利
用することで、森林が適正に管理さ
れるとともに、森林に関わる多様な
産業や交流が生まれ、地域に活力
が満ちています。

健全な森林が形成され、森林に
関わる産業が活発化することで、地
域社会が豊かに維持されています。

めざす林業・
木材産業の姿 めざす地域の姿めざす森林の姿

適地適木を基本とした多様な林
齢・樹種からなる森林が形成されて
おり、資源の循環利用が期待される
森林からは持続的に豊かな資源が
供給されています。

防災や水源かん養など公益的な
機能が期待される森林は、その機
能が高度に発揮され、県民の暮らし
を守っています。

100年先 10年先 10年先

長野県林務部

１
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指針のめざす姿と今後の取り組むべき方向（重点的な課題）

みんなの
暮らしを
守る

森林づくり

H23 H32 H122

●公益的機能の発揮をめざす森林づくり
針広混交林化の推進、災害に強い森林づくりの推進

●木材生産の高度化をめざす森林づくり
主伐・更新の促進による林齢の多様化

●森林の持つ多面的
な機能を持続的に発
揮
●多様な林齢・樹種か
らなる森林を形成
●針葉樹林、広葉樹
林、針広混交林をバラ
ンスよく配置

10年後 100年後

木を
活かした
力強い
産業づくり

森林を
支える
豊かな
地域づくり

めざす姿

●林業・木材産業が地
域を支える産業として
発展
●外材や他の素材等
から国産材への原料
転換が進み、カラマツ
をはじめとする県産材
を様々な用途に利用

めざす姿

H32の素材生産目標
750千ｍ3/年（H21の2.5倍）

10年間の間伐目標：184千ha

●森林資源・森林空間
の多面的利活用により、
多様な産業や交流が

生まれ地域が活性化
●地域力の発揮により、
地域社会が豊かに維
持

めざす姿●森林の適正管理のための
仕組みづくり、人づくり

●交流を軸とした地域の活性化

●野生鳥獣による農林業被害対策

H23 H32 H122
10年後 100年後

10年後

10年後

100年後

重視すべき機能に応じた森林づくり

面積比率（広葉樹：針葉樹） 4:6（現状）→6:4（50年後）

●地域の合意形成
●実効性の高い森林計画の策定
●適切な森林整備の推進

10年間の作業路等整備：1,600km

H32の県産材製材品出荷目標
237千ｍ3/年（H21の2倍）

●安定的な原木・製品供給体制整備
●公共事業、住宅、バイオマス等、
木材需要の拡大

森林(もり)の里親契約目標
51件(H21) → 100件(H32)

ニホンジカ生息頭数の目標
62千頭(H18) →10千頭(最終目標)

●競争力のある林業の構築
施業集約化、高密度路網整備、
機械化、担い手育成
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今後の森林づくりを進めるにあたっては、複数ある森林の機能のうち、最も重視される機能に応じて、
「公益的機能の発揮をめざす森林づくり」と「木材生産の高度化をめざす森林づくり」の２つに区分して、
それぞれの目的に応じた最も効率的かつ効果的な森林づくりを進めます。

これからの森林づくりの方向性

針広混交林、広葉樹林等

針葉樹人工林

今後10年間、木材の生産から利用までの過程において、そのボトルネックを解消することにより、林業・
木材産業の活動を活発化させます。

力強い林業・木材産業の実現に向けて

加工流通が非効率間伐が進まない

長野県の
民有林

６６１千ha

人工林
３２９千ha

天然林
３３２千ha

木材生産の高度化をめざす森林づくり

１３２千ha

低コストな利用間伐の他、主伐も取り入れて、
効率的に木材生産を行う森林づくりを進めます。
（長伐期化、林齢の多様化等）

公益的機能の発揮をめざす森林づくり

５２９千ha

山地災害防止や水源かん養等、森林の公益的
機能の高度発揮に資する森林づくりを進めます。
（針広混交林化、天然林保全等）

木材生産の高度化に適さない
人工林は、針広混交林化等、公
益的機能の発揮のための整備
を進めます。

１９７千ha

※立木地のみの数値
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今後10年間、森林の管理・経営等を持続的に行っていくための地域の仕組みづくり・人づくりを進めると
ともに、様々な森林資源や地域資源を有効に活用して地域外の多くの人々との交流を生み出すことで、地域
の活性化を図ります。
また、地域の主要な産業である農林業を守るため、野生鳥獣の農林業被害対策などの取組を進めます。

森林を支える豊かな地域づくりに向けて

様々な森林資源を活かした地域づくり

もの
情報

資金

ひと

森林資源
の多面的
な活用 地域リーダーの

育成を推進

様々な支援
制度の活用

地域づくり
に係る先進
情報の発信

森林の適正な管理

山村の産業の再生

国民・県民の豊かな暮らし

活力に満ちた魅力ある地域

環
境

（未
利
用
資
源
の
有
効
活
用
）

教
育（多

様
な
体
験
機
会
の
提
供
）

健
康（癒

し
機
能
の
活
用
）

特
産（特

用
林
産
物
の
生
産
）

様々な交流（新たな観光） 景観・資源
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令和３年２月策定 

長野県林務部 

長野県森林づくり指針の計画期間の延長について 

１ 長野県森林づくり指針について 

森林づくり指針は、長野県ふるさとの森林づくり条例第９条の規定により、

県の森林づくりに関する基本的な展開方向を定めるものです。概ね 100 年先

の本県のあるべき姿と、それを実現するための方向性を示しており、それらを

見据えて今後 10年間に行う県の施策の基本的な展開方向を定めており、平成

22年に、平成 23年度から平成 32（令和２）年度までを計画期間とする目標値

を設定しています。（参照：長野県森林づくり指針及びその概要） 

２ 計画期間の延長 

  県政運営の基本となるしあわせ信州創造プラン 2.0、長野県総合５か年計画

（以下、総合５か年計画）は計画期間を平成 30年度から令和４年度としてお

り、森林づくり指針を踏まえて森林・林業分野の関連目標を設定しています。 

そこで、森林づくり指針と総合５か年計画の整合と調和を図るため、平成 22

年改定の森林づくり指針の計画期間を２年延長し、令和４年度までとします。 

３ 延長後の目標値の設定 

・総合５か年計画の指標とした素材生産量は同一の目標値を活用

・素材生産量以外の目標値は、総合５か年計画の目標値を設定した際に活用・

検討した数値や、実績値、関連する計画等を踏まえて延長後の目標値を設定

４ 延長後の目標値 

（１）基本指標

項目 
基準値 

（H21） 

現行目標値 

（R2） 

実績 

（R1） 
説明 

延長後の目標値 

（R4） 

民有林の整備 

50年後の針葉樹 

占有率 

59% 

43% 

※当該項目の

み目標年度を

R42に設定

59% 
間伐は進むも、皆

伐が少なく、統計

上の変化なし 

43% 

目標年度を R44 と

し、現行指針の目標

値を踏襲 

民有林の間伐 

期間累計 
- 18.4万 ha 14.4万 ha 

条件困難地が残

存、集約化の人員

と現場労務が不足 

20.3 万 ha 

総合５か年計画の 

目標値設定に活用 

素材生産量 

年間 
30.5万㎥ 75.0万㎥ 56.4万㎥ 

製材は減少、合板

は増加、バイオマ

スは今後増加見込

80.0 万㎥ 

総合５か年計画の 

目標値設定に活用 

林業就業者数 2.6千人 3.0千人 1.4千人 
働き手の減少、保

育事業の減少、就

業環境が不十分 

2.2 千人 

総合５か年計画の 

目標値設定に活用 

　参考
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（２）施策指標

項目 
基準値 

（H21） 

現行目標値 

（R2） 

実績 

（R1） 
説明 

延長後の目標値 

（R4） 

保全される 
集落数 
期間累計 

- 700集落 493集落 
災害の激甚化・多

様化により対策に

遅れ 

670 集落 

総合５か年計画の 

目標値設定に検討 

山地災害危険 

地区整備率 
期間累計 

18.3% 21.2% 20.8% 
現行目標値は R2

に達成見込 

21.8% 

過去の伸び率から 

算出 

間伐材搬出量 

年間：民有林 
14.3万㎥ 23.8万㎥ 

14.1万

㎥ 

H26～30は 17～19

万㎥で推移も、台

風の影響や搬出間

伐から主伐に移行

しつつあり減少 

28.0 万㎥ 

総合５か年計画の 

目標値設定に活用 

路網延長 

累計 
12,829km 14,429km 14,471km 

R1実績は R2目標

値を達成 

14,719km 

過去の伸び率から 

算出 

路網密度 

累計 
18.9m/ha 21.2m/ha 21.1m/ha 

R2目標値は R2に

達成見込 

21.6m/ha 

過去の伸び率から 

算出

-素材生産量 用途別-

製材用  年間
169千㎥ 414千㎥ 179千㎥ 

住宅着工数の減

少、合板需要の増

加により伸び悩み 

303 千㎥ 

総合５か年計画の 

目標値設定に検討

-素材生産量 用途別-

合板用  年間
76 千㎥ 119千㎥ 234千㎥ 

R1実績は R2目標

値を達成 

200 千㎥ 

総合５か年計画の 

目標値設定に検討

-素材生産量 用途別-

ﾁｯﾌﾟ･ﾊﾞｲｵﾏｽ用
年間 

60 千㎥ 217千㎥ 151千㎥ 

木質バイオマス発

電施設の稼働が開

始されており今後

増加の見込 

297 千㎥ 

総合５か年計画の 

目標値設定に検討

県産材出荷量 

年間：製材品出荷量 
120千㎥ 237千㎥ 96 千㎥ 

住宅着工数の減

少、合板需要の増

加により伸び悩み 

200 千㎥ 

総合５か年計画の 

目標値設定に検討

森林の里親契約 

件数 期間累計 
51 件 100件 139件 

R1実績は R2目標

値を達成 

154 件 

森林税基本方針の 

目標値

ﾆﾎﾝｼﾞｶ生息頭数

保護管理計画策定時点 
62 千頭 31 千頭 217千頭 

生息頭数は５年毎

の調査で更新して

おり、R2調査の推

定により、R1は

217千頭と算出。 

184 千頭 

R1 生息頭数比 15％

減

野生鳥獣被害に 
対する支援集落 

年間 

919集落 

（被害集落

1,300集落） 

全被害集落

に対し支援

を継続 

665集落 

（被害集落

939集落） 

R元の被害発生集

落である 939集落

の内 665集落を支

援（70.8%） 

対象集落の内、被害

発生集落の７割以上

を支援 

過去の実績から算出

６


